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一
　医事紛争 は最近益々激化する様相を呈 して お り憂慮すべ き状況にある．産婦人科領域 は

と くに頻度が高く ， E体 医師会 の 統計で は全医 事紛争の 30％を 占め第 f位 にある ．こ の理

由は多岐にわた るが紛争例か ら みる と分娩という母児双方の安全を図らね ばな らな い と こ

ろ に主要な問題がある こ とが知られ る （図 1）．
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（図 1 ）産婦人科医療事故

撚 嬲 ・

100

　産婦人科医療の発展を図るため には医療事赦対策は緊急課題で ある．医事紛争 はます医

療事故防止が肝要で あるが，必す しも全例防止で きるとはいえない．そ こで 本編で は医事

紛争 の法的な 閤題に つ い て解 説する．

↑．医療過誤 ；法律慣用語
「

診療行為上 当然必要とされる注意義務 を怠る とい う過失 によ

　り憲者に対 して損害を与える こと 」

　　 医療事赦とほぼ同義語 として用いられるが，法律関係者はこの用語 を使用する傾向に

　あ る．mal −oraotice （英 ），　 Arztliche　Kunstfehler （独）の訳．

2．医療事故 ；医療過誤と 同義語 とする意見と法律上 の責任 を問わ れ ない場合を指す とい う

　意見がある，現状で は医師側は一般的に医療事赦 を用いる．

3．医事紛争 ；医療事故に よ っ て生 じた結果に対 して ， 患者側が医 師に賠償などを要求 し紛

　糾する場含．

　　前述のよう に紛争 の原因 がすべ て医 療事故に よ るも の とはい えな い．

　医療事故に対 して医 師に科せ ら れ る措置に は以下 の 3種類がある．

〔1．民事〕

　憲者 （産婦）惻が医師の 診療によ っ て 被窖を被 っ たと して 医師に賠儻請求を行なう．
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「

不法行為 」，「債務不 履行 」 を主な請求の趣 旨とする ．

1．不 法行為　民法 ：

　第709条　敬意又は過失に 因 り て 他 人の権利 を侵害 した る者 は之に因 っ て 生じたる 損害

　　　　　 を賠償する責に任 す．

　第724条　不法行為に 因る損 害賠償の請 求権 は被害者 又 は其法定代理人が摸害及 び加害

　　　　　 者を知 りた る 時より 3年間これ を 行わ ざる 時は時効に 因 りて消滅す．不 法行

　　　　　 福の時よ り20年を経週 したる と きに 固じ．

2，債務不履行　民法 ：

　第415条　債務者が其債務の本 旨に 従い た る 履行 を為さ ざる と きは貭権者 は其損害 の賠

　　　　　 償を請求する こと を 得．痍務者 の責任 ［こ帰すべ き事 由に因 りて履行 を為 すこ

　　　　　 と能わ ざる に至 りた る と き亦同じ．

　第167条　贋権iは 10年間之を行わ ざるに 因 りて消滅す．
「

　請求の理由 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時 効

　　不 法 行 為 患者側が医師に過誤の 事実を立証 しな ければな ら な い ．　 3年（20年） 1

　　債務不履行 医鵬 が過失の な い こと を立証 しなけれ ばな らな い．　 10年 　！
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　時効 ；公訴時効 （刑事）は事故発生か ら 5年で成立 する，しか し民事で は
「

不 法行為 」

の時効は 3年であ る が ， 患青 側 が 「損害及 び加窖者を知 りた る 時 」 より で ，事敬発生か ら

で はない ， た だ し20年経過すれ ばすべて消滅す る．債務 不履行の場合は 10年，

〔1［．刑事〕

　 業務上過失致死傷が主な 刑の対象とな る．

　第2f1条 　業務上必要なる注惷 を怠 り因て入 を死傷 に致 した る者 は 3年以 下の 禁固 又 は

　　　　　 1
，
00〔〕円以下 の 罰 金に処 す，重 大なる 過失 「こ 因 り人 を死傷 に致 し た る 者恋同 じ．

　 その他

　第134条　守秘義務　　第16〔1条　診断書等の虚偽記載　　第214条　業務墮胎

　第215条 　婦女の 嘱託 を受 けす又は貝 承諾 を得す して堕胎せ しめた る者 は 6 ヵ 月以上 7

　　　　　 年以下 の懲役に処 す．

（皿．行政処分〕

　 医 道審議会 における 医 師免許の停止等 の処分．

医 師法 ：

　第 ア条の 2　 医師が第 4条の各号の
一に該当 し，又は医師 としての品位 を損するような

　　　　　　　行為の あ っ たと き は ， 厚生大臣 は ， その 免許 を取 り消 し ， 又 は 期間 を定め

　　　　　 　　て医業の停 Ll二を命す るこ とが で きる．

　　　　　 　　（註）第 4条各号

　　　　　　　（り鯖 神病者又 は麻薬，大麻，若 しく は あ へ ん の中毒者．

　　　　　 　　  罰金以上の刑に処 ttら れた者．

　　　　　　　（3揃 号 に該当する者 を除く外 ， 医事に 関し犯 罪 又 は不 正 の行為 の あ っ た者．

　刑事事件 ， 行政処分 のケ ー
スは稀 であ り，医事紛争とい えば民事訴訟ある い は示談の こ

とを指すものと壽 っ てよL ’，．

　医事紛争の 始ま りは ， 患者側 か らの直接 のク レ
ーZs，

書 による賠償請求，訴訟提起な ど がある ，

代理人 （多く は弁護士）からの 文
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　 以下 ， 主要 な対抗対策を 示す．

1．内容証 明 ， 配 達証 明な どの文書

　　内容証明な どの 文書 1こは必すしも返答する娼1要はな い ．しか し ， 過失がないと信する

　場含は事実に即 した十分 な説明を行うこと により無用な紛争 を回避で きる こともあ る．

2．証拠保全

　　民事訴訟法343条に よれ ば 「

裁判所ハ 予メ証拠調ヲ為スニ 非サ レハ其ノ 証拠ヲ使用 ス

　ル ニ 困 難ナル事情アリト認ムル トキハ 申立二 因 リ 本章ノ規定：二従 ヒ証拠調ヲ為ス：〕トヲ

　 得 」 と規定す る．

　　医師は 医師法24条に より診療録を作成 し 5年間保存すべき こ とが規定されている．

　　それ以外 の 診療 に関す る 諸記録の保存期閤は 2年ない し 3年で ある．

（註）  医 療法21条 1項14号 ， 同法施行規則20条12号 ［こよれば，病院は 「過去 2年間の 病院

1ヨ誌，各科診療 El誌，処方せ ku，手術記録，検査所見 記録 ， エ ッ ク ス線写真 」 等の保管を

規定 して いる ．

（言圭）  健康保健法等で は 「療養の 給付の擡 当に関する 帳簿及 び書類その 他の記録 丿 につ き

3年間α）1呆存義務．

　証 拠保全は多 く は 数日の 後，時に は当日突然行わ れ る こと もある．前述の ように診療録

等は法的に保存が義務づけ られ て いる の で保全 の鈔要性に乏 しい との見解も ある．しか し ，

「改ざん （竄）の虞れ 」 あ りと して 実施さ れ るケースが多い ．

（：証拠保全 は断れるか）

　訴訟法上の不利益 を受ける こと を覚悟すれ ば拒否で きる．医事紛争訴訟の場含 は このよ

うな 対応 はすべ き で はない ．ただ し，施設内に立ち入 る相手方の人数は制限できる．

3．医 師の 事後報告義務

　　事故発生の場含患者側が医療機関に対 し て 説明を求める こと は ， 患者側の権利とする

　意見が有 力で ある．医 師代理入の 立ち会いの 下に医 師が患者代理人に説明をする やり方

　が妥 当で ある ，

　医事紛争 の解決 には，訴訟 ・和解 （示 談）・
調 停があ る．

1．訴訟 ：医事紛争 を国 象の 裁判権に よっ て解決する．最終的には判決による．

2。和解 ：紛争の 当事が互 い に譲歩 し て 争い を解決する 契約 ．裁判 を行わ す ， ある い は裁判

　　　　所 にお い て利解 調書 を作成 して解決する ．判決と効力は変わ らない．

3．調停 ：紛 争解決の た め 国家が処理機関 を設 け法定 の手続 きによ っ て 行う （民事調停，家

　　　　事調停等）．調停が成 立する と調停調 書が作ら れ る．判決と同 じ効力をも つ 、

1．診療上の 注意義務

　　
「

結果発生の 予見義務 」 ；診療行為に つ いて ある 行為を行っ た 場合 （作福）， 行わなか

　 っ た場合 （不 作為） に生じ得 る結果 を予測 しな けれ ばな らな い．

　　
「結果発 生の 回避 義務」 ；結果 発生の 予見がで き たな らば，それ を回避する べ きで あ

　る （圃避で きる手段がある ことが前提）．

2．医療水準

　　Eヨ進月 歩の 医療 にお いて注意義務 と して認 め られ る 水準の 設定 はど の ようなもの か，

　 ここ にある判決に示さ れた理論の一例を挙げて あく．
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「

医師の 診療上 の注意義務は ， 普通医師と して なすべ き注意 が基準となる が ， この場合，

　医師の個人的な 知識や，技能 の差異は考慮すべ きで はない ，すなわち，医師として 具え

　る べ き ， 学問的 ， 技術的能力には
一般の 水準がある の であ っ て ， 研究や 経験の 相違によ

　っ て過失の認定を左石する こ とは で きな い．医学は日々 に進歩するが，医学の進歩 によ

　 っ て一般的水準 は高まるところ，個々の医師が一般水準 に追 いつ けなか っ たとして も，

　それ は許すことはできない のであ っ て ， 高まっ た一般水準を基準として過失の有無 を認

　定 しなければならない c 貴い人命を預かる医師として は，常 rこ一一般水準に追い つい て い

　く義務が ある．も し ， 現在の医学の
一

般水準 に照 ら して異え るべ き知識と技能を欠 く た

　めおこ した誤診や，失敗で あれば，それは許 すことができな い誤診と失敗で あ っ て ，法

　律上 遇失 があ る といわ れ なけれ ばな らな い
…

」

3．説明と 愚諾 （説明義務）

　　医師が診療を行うにあ たっ て，考えら れる 診断 ・検査 ・治療法につ い て説明する こと

　は基本的な行為で ある．特に手術と いう高度の侵襲1生のある場合 は ， 個別 に説明し承諾

　を得なければな らない ．これが過去 における説明と承諾の理論で あっ た．

　　と ころ で近代ア メリカ 〔こおいて発展 したイ ン フォ
ー

ム ド ・1コン セン トの概念 は ， 患者

　の iiヨ巴決定権を医療における中心的な命題と して捕え，医師の 自由裁量性 はそ の診療行

　為 を患者 に施す こと によ ）て 患者 の不利益に な らな い こと を医師が証明できる場合 ［この

　み許されると解釈する乃向とな っ た．

一
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　医事紛争対策を考える 場合 ， 次の三 つ の主要 な方法があ る．

1．医療事赦防止対策

　　紛争の発生は勤す しも事敬ある い は過誤の存在を意味 しな い． しか し，医 師であ れ ば ，

　　ケア レス ミス によ っ て 患者 に重大な障害を与 える こ とのな いように努めるべ きで ある．

　　また，入，物 （設備），システム等水 準にか な っ た体制を確保するこ とで ある ．

2。裁判

　A 。弁護土の選任

　　弁護士 は訴訟 にお いて 被告医 師の代理 を果たす訳で ある ， 熱心 で誠実な人を選び た い ．

　E3．医学上の主張

　　訴訟の週程で 弁護まに 対する 医学上の ア ドバイ スが心要 となる．独断に走ら す第三 者

　　の専門医の検討 ・動琶を得て提供する．

　　診療内容が適切である 証明は診療録等 による．したが っ て よく整理 して記入 して お く．

　　紛多発生後の 記入 は差 し控 えるべ きで ある．

　Oe 解決の手段 （賠償 ）
「

その 3 」 （43巻 ア号掲載予定）に示す．

　医事紛争対策に特別の 手段がある訳で はない，現在の 医療水準に した が っ （適切な医療

を行うこ とに尽きる とい えよう．

　Eヨ産婦学会，日田等の 実施する研修会に出席する など，B 々 研鑽に努める こと によ っ て

医療知識，技術の修得 を 図 り実践す る こ とで ある と いわ れ る．
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